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長門市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

 

 

１ 改正の趣旨 

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る

国民健康保険料の減免について、国の財政支援の基準に合わせて令和元年度分

の保険料の一部も遡及して減免の対象とするため、所要の改正を行うもの。 

 

２ 改正の内容 

 現在の条例では、減免の対象となる保険料の納期限前７日までに減免に係る

申請書を提出する必要があることから、令和元年度分の保険料が減免対象とな

らない。このため、附則において、新型コロナウイルス感染症の影響による保

険料の減免対象及び申請書の提出期限を規定する。（附則第９条関係） 

 【減免の対象となる保険料】 

   令和元年度分及び令和２年度分の保険料であって、令和２年２月１日か

ら令和３年３月 31 日までの間に納期限が設定されているもの 

【減免申請の提出期限】 

  令和３年３月 31 日 

 

３ 施行期日 

  公布の日 

 

４ その他 

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る

国民健康保険料の減免の概要については下記のとおり。 

なお、令和元年度の保険料の減免分については、その全額が国の特別調整交

付金の対象となり、令和２年度の保険料の減免分については、その 10 分の６

が国の国民健康保険災害等臨時特例補助金、残りの 10 分の４が国の特別調整

交付金の交付対象となる。 

 【減免の対象者】 

  ○新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重

篤な傷病を負った世帯の方 ⇒ 保険料を全額免除 

  ○新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少

が見込まれる世帯の方 ⇒ 保険料を一部免除 

   ≪保険料が一部減額される要件≫ 

    世帯の主たる生計維持者について 

・事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入のいずれかが、前年に比
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べて 10 分の３以上減少する見込みであること。 

・前年の所得の合計額が 1,000 万円以下であること。 

・収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計額が 400 万

円以下であること。 

 

 

 【保険料の減免額】 

   保険料の減免額は、減免対象保険料額に減免割合を乗じた金額  

   ○減免対象保険料額 Ａ×Ｂ／Ｃ 

Ａ：当該世帯の被保険者全員について算定した保険料額 

Ｂ：減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額 

Ｃ：被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属す 

る全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額 

   ○減免割合 

前年の合計所得金額 減免割合 

300万円以下であるとき 全部 

400 万円以下であるとき 10分の８ 

550 万円以下であるとき 10 分の６ 

750 万円以下であるとき 10 分の４ 

1,000万円以下であるとき 10 分の２ 
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長門市国民健康保険条例新旧対照表  

改正後 現行  

附 則 附 則 

(新型コロナウイルス感染症の影響に

よる保険料の減免の特例 ) 

第 9 条 新型コロナウイルス感染症の

影響により第 27 条第 1 項第 4 号の

規定に該当する納付義務者が、令和

元年度分及び令和 2 年度分の保険料

であって、令和 2 年 2 月 1 日から令

和 3 年 3 月 31 日までの間に普通徴

収の納期限（特別徴収の場合にあっ

ては特別徴収対象年金給付の支払

日）が設定されている保険料の全部

又は一部について減免を受けようと

する場合の同条第 2 項の規定による

申請書の提出期限については、同項

の規定にかかわらず、令和 3 年 3 月

31 日までとする。 

(新設) 

 


